
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時 ： 令和 ８ 年 ５ 月 ２８ 日 （木） １３時００分 

会 場 ： 松本市中央公民館（M ウイング） 

 

 

信州やまなみ国スポ・全障スポ 

松本市実行委員会 

第３回総会 



 

 

信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市実行委員会 

第３回総会 次第 

 

 

日 時 ： 令和８年５月２８日(木)１３:００～ 

場 所 ： 松本市中央公民館（Ｍウイング）ホール 

 

 

１ 開 会 

 

２ 議 事 

 【報告事項】 

  報告第１号  開催施設のネーミングライツ導入について       ・・・P 1 

  報告第２号  委員等の変更について                ・・・P 2 

  報告第３号  常任委員会審議決定事項について           ・・・P 4 

  

【審議事項】 

第１号議案 信州やまなみ国スポ・全障スポ 

松本市実行委員会令和７年度事業報告（案）       ・・・P21 

第２号議案 信州やまなみ国スポ・全障スポ 

松本市実行委員会令和７年度収支決算（案）       ・・・P25 

 

３ わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ大会の視察報告について        ・・・P27 

 

４ 閉 会 

 

 

［添付資料］ 

資料１ 松本市実行委員会役員・委員名簿 

資料２ 松本市実行委員会 会則 
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開催施設のネーミングライツ導入について 

 

【国民スポーツ大会】  

〇正式競技 

競技種目 種 別 開催施設 

テニス 
成年男女 

少年男女 

オムニコート浅間温泉テニスパーク 

（松本市浅間温泉庭球公園） 

 

 

報告第１号 
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信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市実行委員会 

委員等の変更について 

 

 

 第１回総会以降の役員等の変更は以下のとおりです。 

（順不同・敬称略） 

【副会長】１名 

所属機関・団体／役職名（新任者） 新任者 前任者 

松本商工会議所 会頭 清水 是昭 齊藤 茂行 

 

 

【常任委員】４名 

所属機関・団体／役職名（新任者） 新任者 前任者 

松本市校長会 会長 坂口 俊樹 手塚 直樹 

長野県軟式野球連盟 会長 深澤 久雄 赤尾 正雄 

松本中学校体育連盟 委員長 美斎津 昭博 渡邉 享秀 

松本市文化観光部 部長 清澤 明子 小口 一夫 

 

 

【監事】１名 

所属機関・団体／役職名（新任者） 新任者 前任者 

松本市 会計管理者 勝山 裕美 前澤 典子 

 

 

【委員】９名 

所属機関・団体／役職名（新任者） 新任者 前任者 

松本市公立保育園幼稚園 園長会研究会 田口 由佳 平林 美江 

松本市保育園保護者会連盟 稲越 枝里子 伊東 麻衣 

松本市高齢者クラブ連合会 理事 和田 寛治 小仁熊 恭夫 

一般社団法人 松本青年会議所 理事長 小岩井 昌門 金井 佑輔 

長野県松本建設事務所 所長 下倉 正弘 唐澤 則夫 

松本市手をつなぐ育成会 鈴木 英子 浅川 芳章 

公益社団法人 長野県栄養士会中信支部 支部長 南澤 敦子 飯澤 裕美 

アルピコ交通株式会社 取締役 運輸事業本部長 植松 誠 二條 宏昭 

松本広域消防局 消防局長 越口 匤浩 小島 康幸 

 

 

報告第２号 
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【参与】６名 

所属機関・団体／役職名（新任者） 新任者 前任者 

松本市教育委員会 委員 新井 喜代加 春原 啓子 

松本市議会 経済文教委員会 委員長 横内 裕治 神津 ゆかり 

松本市議会 経済文教委員会 副委員長 中山 英子 こば 陽子 

国土交通省関東地方整備局長野国道事務所 所長 川邊 知久 小田川 豊 

長野県松本警察署 署長 髙松 剛 篠原 一則 

毎日新聞 長野支局 支局長 有田 浩子 高橋 秀明 
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信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市実行委員会 

常任委員会における審議決定事項について 

 

 

 信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市実行委員会会則第１２条第９項に基づき、「令和８

年５月１２日に表決した第１回常任委員会」における審議決定事項について、次のとおり報

告します。 

 

１ 総務企画専門委員会 

⑴ 信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市協賛取扱要項        （P 5～6 参照） 

⑵ 信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市観光・おもてなし実施要項 （P 7 参照） 

⑶ 信州やまなみ国スポ松本市案内所及び休憩所設置要項       （P 8～9 参照） 

 

２ 競技式典専門委員会 

信州やまなみ国スポ松本市リハーサル大会開催基本計画         （P10～11 参照） 

  

３ 宿泊衛生専門委員会 

⑴ 信州やまなみ国スポ松本市医療救護対策要項                  （P12 参照） 

⑵ 信州やまなみ国スポ松本市防疫対策要項                    （P13 参照） 

⑶ 信州やまなみ国スポ松本市食品衛生対策要項                 （P14 参照） 

⑷ 信州やまなみ国スポ松本市環境衛生対策要項                 （P15～16 参照） 

 

４ 輸送交通専門委員会 

⑴ 信州やまなみ国スポ松本市輸送交通実施要項               （P17～19 参照） 

⑵ 信州やまなみ国スポ松本市警備消防防災基本計画             （P20 参照） 

報告第３号 
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信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市協賛取扱要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、松本市で開催される「信州やまなみ国スポ・全障スポ」及び競技別

リハーサル大会（以下「大会」という。）の開催趣旨に賛同し、協賛の申し出があっ

た場合の取扱いに関し必要な事項を定める。 

 

２ 定義 

 この要項において企業協賛とは、企業、団体等からの協賛（以下「協賛」という。）

をいう。 

 

３ 協賛の内容 

協賛の内容は、原則として大会の広報啓発に係る物品、歓迎装飾に係る物品、大

会の運営に要する用具等（以下「協賛物品等」という。）の受入れとする。 

 

４ 協賛の実施方法 

⑴ 協賛は、信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市実行委員会（以下「実行委員会」

という。）において受け入れる。 

⑵ 協賛の方法は、提供又は貸与とする。 

⑶ 協賛の申込みは、別に定める協賛申込書により行う。 

⑷ 協賛の受入れを決定し、これを受領したときは、別に定める協賛受領書を交付

する。 

⑸ 協賛物品等の搬入、据付、撤去等の費用は、原則として協賛者の負担とする。 

 

５ 協賛として受け入れないもの 

⑴ 大会の趣旨に反するもの 

⑵ 法令等に違反するもの及び公の秩序又は良俗を乱すおそれがあると認められ

るもの 

⑶ 青少年の健全な育成に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの 

⑷ 政治活動、宗教活動等にあたると認められるもの 

⑸ 個人の氏名を宣伝する目的と認められるもの 

⑹ その他実行委員会が適当でないと認めるもの 

 

６ 協賛の表示 

⑴ 協賛者の意向に応じて、協賛者名を協賛物品等に直接文字、 イラスト等により

表示することができる。ただし、協賛物品等に直接表示することができない場合

は、この限りではない。 

⑵ 前項の規定により、協賛者名を表示する場合は、表示方法、表示箇所、文字等

【令和８年５月１２日 実行委員会第１回常任委員会決定】 
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の大きさ等について、事前に協議を行うものとする。 

 

７ 協賛への謝意 

 協賛物品等の提供を受けたときは、協賛者に対して感謝状の贈呈等を行うことが

できる。また、必要に応じて実行委員会ホームページ等にその旨を掲載する。 

 

８ 協賛の受入期間 

  協賛の受入期間は、大会終了までとする。 

 

９ その他 

 この要項に定めるもののほか、協賛の取扱いに必要な事項は別に定める。 
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信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市観光・おもてなし実施要項 

 

１ 趣旨 

 この要項は、「信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市観光・おもてなし基本計画」

に基づき、「信州やまなみ国スポ・全障スポ」（以下「大会」という。）に参加する選

手・監督、役員、視察員、報道員その他関係者及び一般観覧者（以下「大会参加者

等」という。）を歓迎し、松本市が持つ多彩な魅力に触れていただくとともに、おも

てなしの提供に関し必要な事項を定める。 

 

２ 内容 

⑴ 競技会場、主要駅及びその他必要と認められる場所に、景観等に配慮した装飾

を行う。 

⑵ 歓迎装飾の設置期間は、施設管理者等と協議のうえ、装飾の種類や場所に応じ

適切な期間とする。 

⑶ 競技会係員及びボランティア等に対し、接遇意識向上のための研修会等を必要

に応じて実施する。 

⑷ 大会終了後の松本市への誘客を図るため、競技会場等において松本市の魅力を

感じていただける取組みを実施するほか、観光ガイドブック等の配布を行う。 

 

３ その他 

⑴ この要項に定めるもののほか、観光・おもてなしに必要な事項は別に定める。 

⑵ 競技別リハーサル大会における観光・おもてなしについては、必要に応じてこ

の要項を準用する。 

【令和８年５月１２日 実行委員会第１回常任委員会決定】 
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信州やまなみ国スポ松本市案内所及び休憩所設置要項 

 

１ 趣旨 

 この要項は、「信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市観光・おもてなし基本計画」

に基づき、「信州やまなみ国スポ」（以下「国スポ」という。）に参加する選手・監

督、役員、視察員、報道員、その他関係者及び一般観覧者（以下「大会参加者等」

という。）に対し、競技、宿泊、交通、観光、物産等の案内所及び憩いの場・交流の

場を提供するための休憩所の設置に関し必要な事項を定める。 

 

２ 案内所の種類 

  案内所は、総合案内所及び会場内案内所とする。 

 

３ 設置場所 

総合案内所は、主要駅等に関係機関及び関係団体等（以下「関係機関等」という。）

と協議のうえ設置する。また、会場内案内所及び休憩所は、各競技会場に設置する。 

 

４ 設置期間 

総合案内所の設置期間は、関係機関等と協議のうえ定める。また、会場内案内所

及び休憩所の設置期間は、原則として各競技会の開始日から終了日までとする。 

 

５ 開設時間 

総合案内所の開設時間は、関係機関等と協議のうえ定める。また、会場内案内所

及び休憩所の開設時間は、原則として競技開始前から競技終了後までとする。ただ

し、開閉会行事等を行う場合は、関係機関等と協議のうえ開設時間を決定する。 

 

６ 業務内容 

 ⑴ 総合案内所 

  ア 総合案内所の管理運営に関すること 

  イ 競技の案内に関すること 

  ウ 宿泊、交通、観光、物産等の案内に関すること 

  エ 案内資料等の配布に関すること 

  オ その他各種案内に関すること 

 ⑵ 会場内案内所 

  ア 会場内案内所の管理運営に関すること 

  イ 大会参加者等の受付案内に関すること 

  ウ 競技の案内に関すること 

  エ 宿泊、交通、観光、物産等の案内に関すること 

【令和８年５月１２日 実行委員会第１回常任委員会決定】 
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  オ 案内資料等の配布に関すること 

  カ 迷子、遺失物・取得物の取扱いに関すること 

  キ その他各種案内に関すること 

 

 ⑶ 休憩所 

  ア 必要に応じて行う大会参加者等への飲食物等の提供に関すること 

  イ その他休憩所の運営に関すること 

 

７ その他 

⑴ この要項に定めるもののほか、案内所及び休憩所の設置に必要な事項は別に定

める。 

 ⑵ 競技別リハーサル大会における案内所及び休憩所の設置については、必要に応

じてこの要項を準用する。 
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信州やまなみ国スポ松本市リハーサル大会開催基本計画 

 

１ 目的 

 信州やまなみ国スポの競技別リハーサル大会（以下「大会」という。）について

は、競技会の運営能力向上と市民の機運醸成を目的とし、信州やまなみ国スポ・

全障スポ実行委員会（以下「県実行委員会」という。）の「第８２回国民スポ―ツ

大会競技別リハーサル大会開催基準要項」及び「信州やまなみ国スポ・全障スポ

松本市競技運営基本計画」に基づき、県実行委員会、競技団体、関係機関等と協力

して開催する。 

 

２ 大会の選定 

県実行委員会及び競技団体との協議により選定する。 

 

３ 大会の運営 

 原則として信州やまなみ国スポに準じて運営する。また、競技団体と協力し、

目的や実情に応じ、必要最小限の経費で創意工夫を凝らして、効率的な大会運営

に努める。 

 

４ 内容 

⑴ 実施本部の設置 

  運営に万全を期するため、大会実施本部を設置する。 

 ⑵ 競技運営 

 競技運営の主管は競技団体とする。信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市実

行委員会（以下「市実行委員会」という。）は、競技団体との緊密な連携のもと

に、迅速かつ正確な記録の収集及び速報に努める。 

 ⑶ 式典 

 大会における開・閉会式及び表彰式（以下「式典」という。）は、競技団体と

協議し、簡素化に努める。また、式典で使用する音楽は、デジタル音源等を活

用する。 

 ⑷ 施設 

 大会で使用する施設は、原則として信州やまなみ国スポで使用する競技会場

を充てることとする。また、大会の運営に必要な仮設施設については、県実行

委員会、競技団体及び施設管理者と協議のうえ、整備する。 

⑸ 競技物品 

 大会に必要な競技物品については、既存物品を活用することとし、不足する

場合は、借用での対応を基本とする。また、物品を新たに購入する場合は、必要

最小限とする。 

⑹ 広報 

 大会を通して信州やまなみ国スポに対する市民の理解を深めるため、広報活

動を展開する。 

⑺ 観光・おもてなし 

 大会に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者ならび

【令和８年５月１２日 実行委員会第１回常任委員会決定】 
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に一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）に心のこもったおもてなしを提

供するため、必要に応じて歓迎装飾や案内所、休憩所、売店等を設置する。 

⑻ 医事・衛生 

 大会参加者等の傷病に速やかに対処するため、関係機関等の協力を得て、医

療救護体制を整えるとともに、清潔で快適な環境整備に努める。 

⑼ 輸送交通 

 大会参加者等の計画輸送については、原則として実施しない。ただし、公共

交通機関の状況や、その他の事情により必要と認めるときは、競技団体、関係

機関等と協議し実施する。 

⑽ 警備・消防 

 大会を安全かつ円滑に運営するため、関係機関等と連携し、火災その他災害、

事故等の未然防止に努めるとともに、非常時における緊急対応に万全を期する。 

 

５ その他 

  この計画に定めるもののほか、大会に必要な事項は、別に定める。 
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信州やまなみ国スポ松本市医療救護対策要項 

 

１ 趣旨 

この要項は「信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市医事・衛生基本計画」に基

づき、信州やまなみ国スポ（以下「国スポ」という。）における医療救護対策につ

いて万全を期するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市実行委員会（以下「市実行委員会」とい

う。）は、信州やまなみ国スポ・全障スポ実行委員会と相互に連絡調整を図るとと

もに、関係機関等の協力を得て医療救護対策を実施する。 

 

３ 救護所の設置 

 ⑴ 設置場所 

   救護所は、各競技会場の適切な場所に設置する。 

 ⑵ 人員配置  

   救護所には、必要に応じて医師、看護師、保健師等を配置する。 

 ⑶ その他  

   救護所には、必要に応じて医薬品（ドーピング禁止物質を含有しないものに

限る。）、医療機器、ＡＥＤ等を配備する。 

 

４ 医療救護体制 

  医療救護体制については、次のとおり適切な対応を行う。 

 ⑴ 救護所における医療救護  

   救護所では、傷病者に対する応急処置等を行うほか、必要に応じて医療機関

に移送する。 

⑵ 練習会場における医療救護  

練習会場には、必要に応じて医薬品（ドーピング禁止物質を含有しないもの

に限る。）を配備する。 

⑶ 宿舎における医療救護 

国スポ関係者等が宿舎において発病・負傷した場合には、宿舎提供者が医療

機関の紹介、または、救急自動車の出動依頼を行うとともに、その旨を速やか

に本市実行委員会に連絡する。また、市実行委員会は、本役割について宿舎提

供者への周知に努める。 

 

５ 医療費の負担 

  救護所での応急処置に係る費用及び救急自動車等による移送費用を除き、医療

費はすべて受診者が負担するものとする。 

 

６ その他  

 ⑴ この要項に定めるもののほか、医療救護の実施に関して必要な事項は、別に

定める。 

 ⑵ 本市で開催する競技別リハーサル大会における医療救護対策についても、必

要に応じてこの要項を準用する。 

【令和８年５月１２日 実行委員会第１回常任委員会決定】 
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信州やまなみ国スポ松本市防疫対策要項 

 

１ 目的 

  この要項は、「信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市医事・衛生基本計画」に基

づき、「信州やまなみ国スポ」（以下「国スポ」という。）における防疫対策につい

て万全を期するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市実行委員会は、信州やまなみ国スポ・全

障スポ実行委員会と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関等の協力を得て防

疫対策を実施する。 

 

３ 実施内容 

⑴ 衛生に対する意識の向上  

   感染症の発生予防のため、市民及び国スポ参加者等の衛生に対する注意喚起

を図り、手洗いをはじめとする感染対策等、予防に向けた取組みを奨励する。 

 ⑵ 感染症に関する情報の収集及び提供  

   国スポ参加者等に感染症患者が発生した場合は、関係機関が迅速に対応でき

るよう、必要な連絡体制を整備する。また、松本市での流行状況を常に監視

し、ホームページ等を活用し国スポ参加者等への情報提供及び注意喚起に努め

る。  

⑶ 感染症患者（疑似症患者、無症状病原体保有者を含む。）に対する措置 

国スポ参加者等に感染症患者が発生した場合は、患者に対して医療機関に関

する情報を迅速に提供するなど、適切な治療を受けられるよう努めるととも

に、感染の拡大防止に向けて必要な措置を講じる。  

 

４ その他 

⑴ この要項に定めるもののほか、防疫対策について必要な事項は別に定める。 

⑵ 競技別リハーサル大会における防疫対策についても、必要に応じてこの要項

を準用する。 

【令和８年５月１２日 実行委員会第１回常任委員会決定】 
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信州やまなみ国スポ松本市食品衛生対策要項 

 

１ 目的 

この要項は、「信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市医事衛生基本計画」に基づ

き、「信州やまなみ国スポ」（以下「国スポ」という。）における食品衛生対策につ

いて万全を期するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法  

信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市実行委員会は、信州やまなみ国スポ・全

障スポ実行委員会と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関等の協力を得て食

品衛生対策を実施する。  

 

３ 食品衛生対策  

 ⑴ 食品衛生に対する意識の向上 

   食品関係事業者、市民、国スポ参加者等に食品衛生に関する意識の向上及び

食品の衛生的取扱いの向上を図る。 

 ⑵ 食品衛生管理の強化  

   関係機関及び関係団体等の協力を得て、宿泊施設、弁当調製施設、土産食品

の製造・販売施設、競技会場等の食品販売に対して、食品衛生管理の強化、施

設の衛生確保及び食品衛生の向上を図る。また、従事者の健康管理の徹底及び

病原体保有者の発見に向けた検査の実施を励行するよう指導する。 

 ⑶ 食中毒発生時の対応  

   国スポ参加者等に食中毒患者が発生した場合は、被害拡大を防止するため、

食品衛生法等に基づき必要な措置を講じるとともに、関係機関が迅速に対応で

きるよう連絡体制を整備する。 

 

４ その他 

 ⑴ この要項に定めるもののほか、食品衛生対策の実施に関して必要な事項は別

に定める。 

⑵ 競技別リハーサル大会における食品衛生対策についても、必要に応じてこの

要項を準用する。 

 

 

 

 

【令和８年５月１２日 実行委員会第１回常任委員会決定】 
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信州やまなみ国スポ松本市環境衛生対策要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、「信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市医事・衛生基本計画」に基

づき、信州やまなみ国スポ（以下「国スポ」という。）における環境衛生対策につ

いて万全を期するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市実行委員会は、信州やまなみ国スポ・全

障スポ実行委員会（以下「県実行委員会」という。）と相互に連絡調整を図るとと

もに、関係機関の協力を得て環境衛生対策を実施する。 

 

３ 環境衛生対策 

⑴ 環境衛生に対する意識の向上 

関係機関等と連携し、市民及び国スポ参加者等の環境衛生に対する意識の向

上を図り、環境美化の推進に努める。 

⑵ 会場等の環境美化 

関係機関等と連携し、競技会場及び練習会場等の衛生管理体制を確立すると

ともに、衛生害虫等の発生防止対策講じ、会場を清潔に保持するよう努める。 

⑶ 生活環境の美化 

関係機関等と連携し、会場、宿舎等の周辺における道路、河川、公園等公共

の場の清掃を積極的に行うとともに、ごみの不法投棄、空き缶等のポイ捨ての

防止に向けた啓発に努める。 

⑷ 廃棄物の発生抑制及びリサイクルの推進 

関係機関等と連携し、会場等におけるリユース可能な資器材の活用など、廃

棄物の発生抑制に努める。また、会場地の処理体制に応じた分別収集を徹底

し、廃棄物の適正な処理とリサイクルを推進する。 

⑸ 宿舎の衛生対策  

管轄保健所、県実行委員会及び関係機関等と連携し、宿舎の管理者に対し、

宿泊者が快適な条件のもとに過ごせるような宿舎及びその周辺の環境衛生の保

持に努めるよう指導を行う。 

⑹ 飲料水の衛生対策  

管轄保健所、県実行委員会及び関係機関等と連携し、水道事業者等に対し、

飲料水の衛生保持のための監視・指導を行う。  

 ⑺ 動物の適正管理 

   関係機関と連携し、会場、宿舎等の周辺における動物の危害の防止を図る。 

  また、飼い犬、猫等の適正な飼養管理に向けた啓発に努める。 

⑻ 受動喫煙防止対策   

ア 指定場所以外での喫煙防止対策  

競技会場等に必要に応じて喫煙所を設置するとともに、指定喫煙所以外で

の喫煙防止対策に努める。  

イ 受動喫煙防止に対する意識の向上  

【令和８年５月１２日 実行委員会第１回常任委員会決定】 
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関係機関等と連携し、受動喫煙による健康への悪影響等について普及啓発

を行い、受動喫煙防止に関する意識の向上を図る。 

  

４ その他 

⑴ この要項に定めるもののほか、環境衛生対策の実施に関して必要な事項は事

務局長が別に定める。 

⑵ 本市で開催する競技別リハーサル大会における環境衛生対策についても、必

要に応じてこの要項を準用する。 
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信州やまなみ国スポ松本市輸送交通実施要項 
 

１ 目的  

 この要項は、「信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市輸送・交通基本計画」に基づ

き、「信州やまなみ国スポ」（以下「国スポ」という。）における輸送交通業務の実施

について、必要な事項を定める。  

 

２ 実施方法  

信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市実行委員会（以下「実行委員会」という。）

は、信州やまなみ国スポ・全障スポ実行委員会（以下「県実行委員会」という。）と

連携を図るとともに、関係機関及び関係団体等の協力を得て、安全かつ円滑な輸送・

交通業務を実施する。 

 

３ 輸送交通業務の一般的事項 

⑴ 輸送対象者 

ア 選手、監督 

イ 競技役員、競技補助員 

ウ 競技会役員、競技会係員、競技会補助員  

エ 報道関係者、視察員 

オ 一般観覧者 

カ その他、実行委員会が必要と認めた者 

⑵ 輸送交通業務の実施期間 

輸送交通業務の実施期間は、原則として、公式練習日を含む各競技会の会期中

とする。ただし、特別な事情があると認められる場合は、この限りではない。 

⑶ 輸送交通業務の範囲 

ア 輸送交通業務の範囲は、競技会場、練習会場、指定集合地、宿舎、その他関

連諸行事の会場（以下「競技会場等」という。）の相互間とする。 

イ 輸送対象者は、原則として公共交通機関を利用することとし、公共交通機関

による移動が困難な場合及び競技会の運営に著しく支障がある場合は、計画輸

送を行う。 

ウ 計画輸送は、原則として当該輸送交通業務の範囲が近距離（概ね２キロメー

トル未満をいう。）の場合は行わない。 

 

４ 輸送交通業務の内容 

⑴ 輸送業務の内容  

ア 輸送計画の策定 

実行委員会は、関係機関及び関係団体等の協力を得て、輸送対象者、発着場

所、発着時刻等を内容とする輸送計画を策定する。 

イ 指定集合地の設定  

【令和８年５月１２日 実行委員会第１回常任委員会決定】 
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 実行委員会は、輸送の効率化を図るため、必要に応じて関係機関及び関係団

体等と協議のうえ、指定集合地を設定する。  

ウ 輸送経路の設定 

実行委員会は、参加人員、時間帯等を考慮し、関係機関及び関係団体等と協

議のうえ、輸送経路を設定する。  

エ 輸送案内 

 実行委員会は、必要に応じて鉄道駅等に設置する案内所において、競技会場

等への誘導案内を行う。  

オ 広域配宿における輸送 

 実行委員会は、広域配宿によって松本市以外に所在する宿泊施設等を宿舎と

して利用する選手、監督、競技役員等の計画輸送を実施する。 

カ 同一競技が２市以上で行われる場合の輸送 

 同一競技が松本市と松本市以外の会場地で行われる場合、関係会場地実行委

員会と協議のうえ、必要に応じて計画輸送を実施する。 

キ 一般観覧者の輸送  

実行委員会は、一般観覧者を安全、円滑かつ効率的に輸送を行うため、計画

輸送等必要な措置を講じる。  

ク バス・タクシー乗降場の設置及び係員の配置 

実行委員会は、輸送対象者の利便と安全を図るため、競技会場等内のバス・

タクシーの発着場所に乗降場を設置し、必要に応じて係員を配置する。 

ケ 指定下車駅等の設定及び輸送 

   (ｱ) 指定下車駅等の設定 

 実行委員会は、県実行委員会と協議のうえ、選手、監督、役員等の下車駅

等を、宿泊地の最寄り駅等から１箇所以上設定する。  

   (ｲ) 指定下車駅等からの輸送 

 指定下車駅等と宿舎の相互間の輸送については、原則として公共交通機関

等を利用した自主移動とする。ただし、実行委員会は、移動距離及び道路交

通事情を勘案し、必要に応じて計画輸送を実施する。 

コ 輸送力の確保 

(ｱ) 臨時バスの運行等 

  実行委員会は、必要と認められる場合には、関係機関及び関係団体等に対

して、臨時バスの運行、バス路線の変更、停留所の臨時設置等を要請すると

ともに、必要な措置を講じる。 

(ｲ) 車両の確保  

計画輸送に使用する車両は、借上げバス・タクシー等により行い、関係機

関及び関係団体等の協力を得て、必要台数を実行委員会が確保する。  

(ｳ) 予備車の確保 

実行委員会は国スポ期間中、予備車を準備して緊急時に備える。  

⑵ 交通業務の内容 

ア 交通規制 
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実行委員会は各競技会の円滑な運営に万全を期するため、警察署等の協力を

得て、必要に応じて、競技会場周辺等における交通規制措置を講じる。  

イ 案内・誘導 

実行委員会は輸送対象者を安全で正確かつ迅速に目的地へ誘導するため、必

要に応じて、主要道路、競技会場及びその周辺並びに駐車場に案内・誘導看板

等を設置する。  

ウ 交通整理  

実行委員会は輸送対象者の通行の安全及び競技会場周辺の混雑防止のため、

必要な箇所に係員を配置し、交通の整理・誘導を実施する。  

エ 路上駐車の防止 

実行委員会は交通渋滞や交通事故発生の要因となる路上駐車を防止するた

め、警察署の協力を得て、必要に応じて競技会場等、周辺の巡回を行う。  

オ 指定駐車場の確保及び開設 

実行委員会は、輸送対象者が利用する車両台数を勘案し、関係機関及び関係

団体等の協力を得て、競技会場及び練習会場の周辺等に必要な指定駐車場の確

保に努める。なお、指定駐車場と競技会場が遠隔地となる場合は、計画輸送等

必要な処置を講じる。  

カ 指定駐車場の管理及び運営 

実行委員会は、指定駐車場に係員を配置し、車両の適切な誘導を行い、事故

防止に努める。  

キ 駐車許可証の交付  

実行委員会は、利用者を限定する必要がある特定の指定駐車場を利用する者

に対して、事前に駐車許可証を交付し、許可車両であることを明示することに

より、適切な車両誘導及び駐車場の円滑な管理運営を図る。  

ク 交通環境整備 

実行委員会は、国スポ期間中の交通混雑緩和及び環境負荷軽減のため、輸送

対象者に対し公共交通機関の利用の促進及び自家用車での来場自粛を働きか

ける。また、渋滞の原因となる路上駐車の防止の啓発を行う。  

ケ 道路機能の保全 

実行委員会は、国スポ関係車両の通行が予想される道路の破損箇所の補修等、

必要な保全対策及び国スポ期間中に交通渋滞が予想される道路や競技会場等

周辺の道路工事の計画的な実施について、道路管理者へ協力を求める。  

 

５ その他  

 ⑴ この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

 ⑵ 競技別リハーサル大会における輸送交通業務の実施についても、必要に応じて

この要項を準用する。  
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信州やまなみ国スポ松本市警備消防防災基本計画 
 

１ 目的  

 信州やまなみ国スポ（以下「国スポ」という。）における警備消防防災対策につい

ては、「松本市開催推進総合計画」に基づき、競技会場その他大会関係施設における

治安の確保や災害の防止、非常時における緊急対応に万全を期するため、警察消防

その他関係機関と緊密に連携し、警備消防体制の確立を図るものとする。 

 

２ 内容  

⑴ 警備対策 

ア 競技会場、練習会場、宿泊施設、沿道等（以下「競技会場等」という。）にお

ける事故・事件の防止を重点とした適切な警備対策を講じる。 

イ 国スポ期間中には、関係機関・団体等の協力を得て、盗難・盗撮等の防犯対

策を講じ、防止に努める。 

⑵ 消防防災対策 

ア 競技会場等における火災その他の災害予防ならびに災害発生時における情報

収集・伝達、避難誘導及び救急・救助に関する対策を講じる。 

イ 国スポ期間中の火災その他災害予防および発生時の被害軽減を図るため、関

係機関・団体等の協力を得て、防火・防災意識の向上を図る。 

⑶ 大規模災害・突発重大事案対策 

 松本市地域防災計画を踏まえ、大規模災害および突発重大事案の発生時には、

関係機関・団体等と速やかに連絡調整を図り、情報収集・伝達、避難誘導、救急・

救助等に関する対策を講じる。 

⑷ 関係機関等との連絡調整 

警備消防防災対策の円滑な推進のため、関係機関・団体等と緊密な連携を図る

とともに、情報連絡体制を確立する。 

 

３ その他 

「信州やまなみ全障スポ」における警備消防防災対策については、長野県が設置

した信州やまなみ国スポ・全障スポ実行委員会が主体となって実施する。 

【令和８年５月１２日 実行委員会第１回常任委員会決定】 
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信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市実行委員会 

令和７年度事業報告 

  

 信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市実行委員会の令和７年度事業概要は次のとおり。 

 

１ 会議の開催 

⑴ 総会 

令和７年８月２６日 準備委員会第２回総会開催 

※実行委員会へ移行を議決  

    同     実行委員会第１回総会開催 

松本市中央公民館（Ｍウイング）にて開催 

   令和８年３月３１日 実行委員会第２回総会を書面開催 

⑵ 常任委員会 

令和７年６月２５日 準備委員会第２回常任委員会書面開催 

⑶ 専門委員会 

  ア 総務企画専門委員会 令和８年２月 ９日 ｴｱ・ｳｫｰﾀｰｱﾘｰﾅ松本大会議室で開催 

  イ 競技式典専門委員会 令和８年２月１２日       〃 

  ウ 宿泊衛生専門委員会 令和８年２月１０日       〃 

  エ 輸送交通専門委員会 令和８年２月 ３日 あずさ会館小会議室で開催 

 

２ 準備業務の推進 

 ⑴ 機運醸成のＰＲ活動 

  ア 市役所本庁舎に懸垂幕、市役所ロビーに横断幕を設置 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第１号議案 

 

 

↑市役所ロビーに横断幕を掲示 

↑市役所本庁舎に懸垂幕を掲示 
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イ エア・ウォーターアリーナ松本に屋外看板 

 を設置、また、階段装飾を実施 

 

 

ウ カウントダウンボードを制作し、エア・ウォーターアリーナ松本で大会開催まで 

のカウントダウンを開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  エ 中央図書館等で競技紹介パネルや滋賀国スポの物品等を展示 

 

 

 

 

 

 

   

オ 大会ＰＲ用ポロシャツを制作し、 

実行委員会役員、事務局、 

市スポーツ部職員が着用 

  カ 大会ＰＲ用トートバッグを制作し、 

実行委員会に配布 

   

キ 専用ホームページの制作、ＳＮＳと 

連携した活動準備 ※４月より運用開始済 

   

 

 

  

↑階段装飾 ↑エア・ウォーターアリーナ松本でカウントダウン開始 
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ク 広報まつもとの特集ページとして信州や 

まなみ国スポ・全障スポ大会の記事を掲載 

 ⑵ 先催市状況調査 

  ア わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ大会の視察 

    国スポの総合開閉会式及び松本市開催７競技、 

障スポの開閉会式及び松本市開催３競技の視察を実施。 

初めて障スポの状況を視察。 

  イ わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ大会事業概要報告会への 

参加 

    彦根市・守山市・東近江市・大津市・草津市で開催さ 

れた事業概要報告会に参加し、各競技運営状況に加え、 

輸送・宿泊・広報関係の情報収集を行う。 

  ウ 青の煌めきあおもり国スポ・全障スポリハーサル大会視察 

    令和８年開催県の青森県各市で開催された、松本市で開催される正式競技のう 

ち、サッカー・テニス・なぎなた・自転車競技のリハーサル大会を視察 

  エ 宮崎県各市の視察 

長野県の前年に大会を開催する宮崎県の宮崎市・都城市・延岡市・小林市・新富 

町・日之影町に訪問し、準備状況等の情報収集を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑶ 関係機関及び競技団体との連絡調整 

   長野県、各競技団体、共催市と随時打ち合わせを実施 

 ⑷ リハーサル大会及び本大会の会場レイアウトの検討 

   令和９年に開催されるリハーサル大会、令和１０年に開催される本大会に向けた 

会場レイアウトを検討するため、会場設計業務をプロポーザル方式による業者選定 

 

わた SHIGA 輝く障スポ 開閉会式 

↑ 宮崎県都城市山之口駅（陸上競技場最寄り駅） 駅構内 掲示板 ※無人駅 
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を行うための準備を実施（令和８年４月２日公告により業者募集開始） 

 

３ 実行委員会事務局の状況について 

  令和６年度まではスポーツ事業推進課内に国スポ・全障スポの担当が配置されてい 

たが、令和７年度に「国スポ・全障スポ企画課」が設置され、職員は６名から１０名に 

増員。（令和８年度からはさらに７名増員となり、現在１７名体制） 

⑴ 視察関係 

  滋賀県で開催された本大会及び事業報告会、青森県で開催されたリハーサル大会、

長野県の前年に開催する宮崎県各市町への視察に、延べ１１１日出張し、先催市の情

報収集を実施 

⑵ 調査関係 

  長野県から各種調査の回答について、競技団体や共催市と協議しながら回答 

 

⑶ 打ち合わせ関係 

  上記調査に係る打ち合わせ、その他必要に応じて開催した打ち合わせ（オンライン 

開催を含む）を令和７年度中に１５０回超の実施 

№ 調査項目 № 調査項目

1 医療・救護ガイドライン（案）の意見照会 4月14日 ～ 4月23日 12 大会周知用広報物品の必要数調査 8月12日 ～ 8月27日

2 全障スポリハ大会会期検討調査 4月28日 ～ 6月13日 13 全障スポ競技会場バリアフリー調査 9月1日

3 競技用具整備計画調査（第３次） 5月9日 ～ 7月4日 14 競技会運営経費調査（第１次） 7月28日 ～ 9月26日

4 競技補助員等協力依頼先希望調査 5月30日 ～ 7月31日 15
競技別リハ大会開催意向 (第２次)・運営経
費調査(第１次)

7月28日 ～ 9月26日

5 競技役員等編成調査（第２次） 5月30日 ～ 7月31日 16 国スポ競技団体本部宿舎等に係る調査 10月16日 ～ 11月14日

6 国スポ本大会配宿実施方式最終意向調査 6月11日 ～ 6月23日 17 全障スポリハ大会会期最終調査 11月17日 ～ 12月19日

7 開催決定に係る広報活動調査 7月10日 ～ 7月15日 18 花いっぱい運動に係る意向調査 10月16日 ～ 12月19日

8 競技会会期最終調査 7月18日 ～ 8月29日 19 国スポ練習会場調査（最終） 12月19日 ～ 3月27日

9 炬火イベントに係る調査 7月25日 ～ 8月25日 20
国スポ 競技別リハーサル大会開催申請書の
提出依頼

1月27日 ～ 4月30日

10 全障スポリハ大会会期（第１次案）調査 7月28日 ～ 8月22日 21 全障スポ　競技別会期検討に係る調査 3月9日 ～ 4月10日

11 合同配宿実施方針（素案）の意見照会 8月8日 ～ 8月26日

調査期間 調査期間
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信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市実行委員会 

令和７年度収支決算 

 

 

 

【収入額】10,833,180 円 － 【支出額】9,163,829 円 ＝ 【差引額】1,669,351 円 

（差引額については次年度へ繰越） 

 

 

【収入の部】 単位：円

予算額
（Ａ）

決算額
（Ｂ）

差額
（Ｂ－Ａ）

備　考

9,920,000 9,920,000 0 松本市負担金

900,000 902,466 令和６年度繰越金

0 10,714 10,714 預金利息

10,820,000 10,833,180 13,180

【支出の部】 単位：円

予算額
（Ａ）

決算額
（Ｂ）

差額
（Ｂ－Ａ）

備　考

1,700,000 1,493,834 △ 206,166

会議費 20,000 14,000 △ 6,000 報償費

事務局費 1,680,000 1,479,834 △ 200,166 消耗品費等

9,120,000 7,669,995 △ 1,450,005

調査費 3,000,000 2,736,000 △ 264,000 先催地調査旅費等

広報啓発費 6,120,000 4,933,995 △ 1,186,005 広報、機運醸成等

10,820,000 9,163,829 △ 1,656,171

開催準備費

合　計

負担金

諸収入

合　計

勘定科目

勘定科目

総務費

繰越金

【資金の状況】（単位：円）　　（残高 1,669,351円 ）

預金： 4,034,351円

未払金： 2,365,000円 （令和８年３月３１日現在）

第２号議案 
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視察結果報告
スポーツ部 国スポ・全障スポ企画課

国スポ ｜２０２５年（令和７年） ９月２８日（日）▶１０月８日（水）

会期前実施競技｜2025年（令和7年）9月6日（土）▶９月１５日（月）、９月２１日（日）▶９月２５日（木）

障スポ｜２０２５年（令和7年） １０月２５日（土）▶１０月２７日（月）

27
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実施競技及び競技会場地
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国民スポーツ大会 総合開閉会式の概要①

実施
主体

滋賀県
（わたSHIGA輝く国スポ・障スポ実行委員会）

会場
平和堂HATOスタジアム
（彦根総合スポーツ公園陸上競技場）

ご臨席
天皇皇后両陛下（総合開会式）
佳子内親王殿下（総合閉会式）

出演
宮川 大輔（お笑い芸人）、西川 貴教（歌手）、
桐生 祥秀（陸上）、大橋 悠依（競泳金メダリ
スト）、松田 宣浩（元プロ野球選手） 他

観覧者数
（申込人数）

開会式 ： 14,611人
閉会式 ： 10,439人

従事者数（県）
開会式 ： 1,077人
閉会式 ： ７８８人

従事者数（市） ０人（県職員のみで実施）
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国民スポーツ大会 総合開閉会式の概要②

開会式会場付近道路 道路上看板① 道路上看板②

開会式 イベント 長野県選手団入場 炬火
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国民スポーツ大会 総合開閉会式の概要③

入場口 ブース（飲食・土産等） 会場内 各種案内 等

装飾（花育てリレー） オリジナル看板 看板（スポンサー企業 等）
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おもてなしストリート（開会式当日）

ブース ②

彦根駅周辺 ブース ①入口

ブース ③ 救護室
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競技会場（国スポ・陸上）

競技会場（全体） 練習会場（砲丸投げ）
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競技会場（国スポ・テニス）

競技会場 表彰式会場
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競技会場（国スポ・サッカー）

競技会場 受付付近
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競技会場（国スポ・バレーボール）

競技会場 会場内 競技役員待機所
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競技会場（国スポ・軟式野球）

競技会場（雨天によるグランド整備） 各県応援旗 （学校が制作）
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競技会場（国スポ・なぎなた）

競技会場 選手控室（仮設テント）
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競技会場周辺

審判席（サッカー） 一般観客席（バレー） 仮設トイレ

ごみ集積所 救護所 競技会場内おもてなし
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競技会場周辺

総合案内所（彦根駅） 協賛車（県 提供） 駐車場整備（マット敷設）

弁当（甲賀市デザイン） シャトルバス待機所 歓迎装飾



41

来場者の状況（延べ人数）

競技名 選手・監督 大会関係者 観覧者 合計

陸上競技 11,420人 6,152人 39,981人 57,553人

サッカー（少年男子） ８５２人 1,368人 8,631人 10,851人

テニス 1,316人 1,459人 8,882人 11,657人

バレーボール（少年男女） 1,582人 2,019人 16,711人 20,312人

自転車競技（トラック・レース） 2,646人 1,042人 3,622人 7,310人

軟式野球※６市町共催 1,264人 2,331人 14,922人 18,517人

なぎなた 1,008人 984人 1,816人 3,808人

合計 20,088人 15,355人 94,565人 130,008人

陸上競技（知的・身体） 5,9８8人 3,596人 5,060人 14,644人

サッカー（知的） ４１１人 909人 1,879人 3,199人

バレーボール（知的） 391人 509人 1,302人 2,202人

合計 6,790人 5,014人 8,241人 20,045人
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行幸啓・お成りの対応状況（彦根市）

国民スポーツ大会関係
行事等の名称 対応内容

総合開会式 皇族（天皇皇后両陛下）対応、式典出席

総合閉会式 皇族（佳子内親王殿下）対応、式典出席

行幸啓 皇族（天皇皇后両陛下）市内施設視察

競技別代表
者・監督会議

会議出席、歓迎挨拶、優勝杯受取
（３回）

競技別表彰
式・閉会式

式典出席、メダル等授与、歓送挨拶
（７回）

デモスポ開始
式（会期外）

式典出席、歓迎挨拶（１回）

全国障害者スポーツ大会関係
行事等の名称 対応内容

開会式
皇族（秋篠宮皇嗣同妃両殿下）対応、式
典出席

閉会式 皇族（高円宮妃殿下）対応、式典出席

お成り 皇族（高円宮妃殿下）御夕食会

競技別開会式 式典出席、歓迎挨拶（２競技２回）

競技別表彰式 式典出席、メダル等授与（１競技３回）

リハ大会開始
式（会期外）

式典出席、歓迎挨拶（２回）

※開催年のみ ※開催年のみ
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動員職員の状況（延べ人数）

競技名 開催自治体

陸上競技 彦根市

サッカー 守山市（少年男子）

テニス 大津市

バレーボール
近江八幡市（少年男子）
守山市（少年女子）

自転車競技
（トラック・レース）

運営：滋賀県
所在地：京都府向日市

軟式野球
（軟式野球）

近江八幡市、草津市、守山市、
甲賀市、東近江市、日野町

なぎなた 彦根市

合計

リハ大会 本大会

１５1人 ４３９人

149人 15９人

２０９人 ２４３人

１２４人 331人

58人 32人

22０人 220人

７８人 167人

９８９人 1,591人

リハ大会 本大会

６人 １２人

30人 42人

－ －

１３人 ７人

－ －

－ －

－ －

4９人 ６1人

国民スポーツ大会関係 全国障害者スポーツ大会関係【競技別】
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宿泊の状況

自治体名 宿泊地
宿泊者延べ人数
（期間中最大数）

市内
宿泊率

彦根市

彦根市、守山市、
栗東市、高島市、
長浜市、近江八
幡市、草津市、岐
阜県大垣市、米
原市、羽島市、福
井県敦賀市

19,459人
（3,039人）

40%

草津市 草津市、大津市
14,750人
（1,543人）

３４％

都道府県 施設数 順位 客室数 順位

滋賀県 ４９４ ３７ 15,243 ３９

滋賀県全体施設・客室数

彦根市・草津市宿泊者数
彦根市

約70分

約９0分

約８0分

約６0分

約５0分

草津市



45

輸送交通の状況

競技名 開催自治体 輸送対象
車両台数
（台）

費用（円）

陸上競技 彦根市 選手監督、一般観覧者 654台 150,354,600円

サッカー 守山市（少年男子） 選手監督、一般観覧者、学校観戦 171台 39,031,242円

テニス 大津市 選手監督、一般観覧者 115台 20,604,774円

バレーボール
（６人制）

近江八幡市（少年男子）
守山市（少年女子）

選手監督、競技役員、一般観覧者、
学校観戦

140台 32,067,914円

自転車競技
（トラック・レース）

運営：滋賀県
所在地：京都府向日市

選手監督、競技役員、競技補助員 ７１台 12,404,207円

軟式野球
（軟式野球）

近江八幡市、草津市、守山市、
甲賀市、東近江市、日野町 選手監督、一般観覧者、学校観戦 156台 35,441,913円

なぎなた 彦根市
選手監督、競技役員等、一般観覧
者

７７台 18,800,042円

競技別輸送台数
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全国障害者スポーツ大会 開閉会式の概要

実施
主体

滋賀県、わたSHIGA輝く国スポ・障スポ実
行委員会

会場
平和堂HATOスタジアム
（彦根総合スポーツ公園陸上競技場）

ご臨席
秋篠宮皇嗣同妃両殿下（開会式）
高円宮妃殿下（閉会式）

出演 ダイアン、ティモンディ高岸、西川貴教 他

観覧者数
（申込人数）

開会式 ： 13,819人
閉会式 ： 14,613人

従事者数（県）
開会式 ： 1,900人
閉会式 ： 1,597人

従事者数（市） ０人（県職員のみで実施）
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競技会場（障スポ 陸上・サッカー・バレー）

全障スポ 陸上競技
全障スポ バレー競技（優勝決定の瞬間！）
わたＳＨＩＧＡ輝く障スポ バレーボール（知的）で長野県代表が
優勝した瞬間に立ち会うことができました！！
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競技会場（全障スポ 陸上・サッカー・バレー）

カームダウンスペース 競技会場内 案内所

会場最寄り駅
シャトルバス発着所



 
添付資料 



（R8.5.20現在）

【会長】　1名 （順不同・敬省略）

選出区分 機関・所属団体名 役職

市関係 松本市 市長 臥 雲 義 尚

【副会長】　9名

選出区分 機関・所属団体名 役職

産業・経済・観光関係 松本商工会議所 会頭 清 水 是 昭

スポーツ関係 一般財団法人　松本市スポーツ協会 副会長 中 原 信 一

スポーツ関係 公益財団法人　長野県障がい者スポーツ協会 理事長 奥 原 明 男

市議会関係 松本市議会 議長 阿 部 功 祐

医療・福祉関係 社会福祉法人　松本市社会福祉協議会 会長 小 林 弘 明

社会・市民団体関係 松本市町会連合会 会長 中 田 景 文

市関係 松本市教育委員会 教育長 曽根原 好 彦

市関係 松本市 副市長 伊佐治 裕 子

市関係 松本市 副市長 中 野 嘉 勝

【常任委員】　22名

選出区分 機関・所属団体名 役職

教育・学校関係 松本市校長会 会長 坂 口 俊 樹

教育・学校関係 中信地区高等学校校長会 代表校 西 林 昭 隆

教育・学校関係 長野県特別支援学校校長会 代表 永 田 寛 尚

スポーツ関係 一般財団法人長野陸上競技協会 会長代行 内 山 了 治

スポーツ関係 一般社団法人　長野県サッカー協会 会長 ﾏｷﾅ ﾘｰ 浩 子

スポーツ関係 長野県テニス協会 会長 鈴 木 崇 夫

スポーツ関係 一般財団法人　長野県バレーボール協会 会長 船 木 正 也

スポーツ関係 長野県自転車競技連盟 会長 耳 塚 喜 門

スポーツ関係 長野県軟式野球連盟 会長 深 澤 久 雄

スポーツ関係 長野県なぎなた連盟 会長 大 丸 浩 二

スポーツ関係 長野県ゲートボール連盟 会長 和 田 昌 朝

スポーツ関係 長野県エアロビック連盟 理事長 小 林 正 樹

スポーツ関係 松本中学校体育連盟 委員長 美斎津 昭 博

スポーツ関係 長野県中信地区高等学校体育連盟 会長 倉 田 慎 司

スポーツ関係 松本市スポーツ推進審議会 副会長 小 林 美 穂

スポーツ関係 長野県障がい者スポーツ指導者中信地区協議会 会長 福 村 英 俊

医療・福祉関係 一般社団法人　松本市医師会 会長 小 林 正 典

医療・福祉関係 松本市保健所 所長 小 松 仁

産業・経済・観光関係 一般社団法人　松本観光コンベンション協会 会長 齊 藤 茂 行

通信・輸送・交通関係 公益社団法人　長野県バス協会 副会長理事 小 林 史 成

通信・輸送・交通関係 一般社団法人　長野県タクシー協会中信支部 支部長 三 澤 洋 一

市関係 松本市文化観光部 部長 清 澤 明 子

信州やまなみ国スポ・全障スポ

松本市実行委員会　役員・委員　名簿

氏　名

氏　名

氏　名



【監事】　2名

選出区分 機関・所属団体名 役職

産業・経済・観光関係 山中崇公認会計士事務所 代表 山 中 崇

市関係 松本市 会計管理者 勝 山 裕 美

【委員】　52名

選出区分 機関・所属団体名 役職

教育・学校関係 松本市公立保育園幼稚園　園長会研究会 会長 田 口 由 佳

教育・学校関係 松本市保育園保護者会連盟 会長 稲 越 枝里子

教育・学校関係 松本市ＰＴＡ連合会 会長 市 川 一 彦

産業・経済・観光関係 松本市波田商工会 会長 木 藤 利 光

産業・経済・観光関係 松本ハイランド農業協同組合 代表理事組合長 田 中 均

産業・経済・観光関係 松本市新しい農業経営者協議会　 監事 黒 田 宗 人

産業・経済・観光関係 まつもと農村女性協議会 副会長 百 瀬 清 子

産業・経済・観光関係 松本飲食店組合 組合長 藤 井 國 廣

産業・経済・観光関係 松本食堂事業協同組合 副理事長 宮 澤 次 郎

社会・市民団体関係 特定非営利活動法人 街を花いっぱいにする会　 事務局長 竹 下 光 重

社会・市民団体関係 松本商店街連盟 会長 山 田 善 敬

社会・市民団体関係 一般財団法人　松本市芸術文化振興財団 常務理事 小 西 敏 章

社会・市民団体関係 松本市高齢者クラブ連合会 理事 和 田 寛 治

社会・市民団体関係 一般社団法人　松本青年会議所 理事長 小岩井 昌 門

スポーツ関係 松本市陸上競技協会 理事長 田 澤 稔

スポーツ関係 松本バレーボール協会 会長 田 原 茂

スポーツ関係 松本テニス協会 理事長 村 山 和 男

スポーツ関係 長野県軟式野球連盟 理事長 北 島 公 一

スポーツ関係 松本市サッカー協会 会長 古 畑 敏 幸

スポーツ関係 長野県自転車競技連盟 理事長 奥 原 進 治

スポーツ関係 松本市なぎなた連盟 会長 大 丸 浩 二

スポーツ関係 長野県ゲートボール連盟 事務局長 野 本 美 穂

スポーツ関係 中信レクリエーション協会 幹事 犬 飼 己紀子

スポーツ関係 松本市スポーツ少年団 本部長 角 間 壽美夫

スポーツ関係 松本市スポーツ推進委員協議会 会長 安 藤 久 治

スポーツ関係 長野県電動車椅子サッカー協会 会長 木 村 和 彦

国・県関係 長野県松本建設事務所 所長 下 倉 正 弘

国・県関係 一般財団法人　長野県文化振興事業団　キッセイ文化ホール 館長 津 村 卓

医療・福祉関係 松本市身体障害者福祉協会 副会長 百 瀬 寿 光

医療・福祉関係 松本視覚障害者福祉協会 会長 前 野 弘 美

医療・福祉関係 松本市聴覚障害者協会 会長 丸 山 達 也

医療・福祉関係 松本市手をつなぐ育成会 常任理事 鈴 木 英 子

医療・福祉関係 一般社団法人　長野県知的障がい福祉協会 理事 赤 羽 信 行

医療・福祉関係 一般社団法人　松本市歯科医師会 会長 山 崎 一 郎

医療・福祉関係 一般社団法人　松本薬剤師会 会長 田多井 健 介

医療・福祉関係 公益社団法人　長野県看護協会松本支部 支部長 西 沢 博 子

氏　名

氏　名



選出区分 機関・所属団体名 役職

宿泊・飲食・衛生関係 松本市内ホテル旅館組合連合会 会長 中 澤 伸 友

宿泊・飲食・衛生関係 一般社団法人　松本市アルプス山岳郷 事務局長 宮 下 了 一

宿泊・飲食・衛生関係 一般社団法人　長野県食品衛生協会　松本食品衛生協会 会長 永 瀬 完 治

宿泊・飲食・衛生関係 公益社団法人　長野県栄養士会中信支部 支部長 南 澤 敦 子

宿泊・飲食・衛生関係 松本市食生活改善推進協議会 会長 太 田 充 子

通信・輸送・交通関係 アルピコ交通株式会社 取締役　運輸事業本部長 植 松 誠

通信・輸送・交通関係 長野県トラック協会中信地区輸送協議会 会長 中 村 俊 久

通信・輸送・交通関係 東日本旅客鉄道株式会社松本駅 駅長 北 沢 敏 広

通信・輸送・交通関係 松本市駐車場事業協同組合 理事長 圡 橋 伊久雄

通信・輸送・交通関係 松本交通安全協会 会長 小 林 磨 史

通信・輸送・交通関係 松本空港ターミナルビル株式会社 代表取締役専務 塩 原 一 正

通信・輸送・交通関係 中日本高速道路株式会社東京支社　松本保全・サービスセンター 所長 青 柳 雄 馬

通信・輸送・交通関係 ＮＴＴ東日本株式会社　長野支店 副支店長 棚 橋 裕 弥

通信・輸送・交通関係 中部電力パワーグリッド株式会社松本支社 支社長 後 藤 純 也

警備・消防関係 松本市消防団 団長 宮 坂 明 直

警備・消防関係 松本広域消防局 消防局長 越 口 匤 浩

【顧問】　7名

選出区分 機関・所属団体名 役職

県議会関係 長野県議会 議員 萩 原 清

県議会関係 長野県議会 議員 両 角 友 成

県議会関係 長野県議会 議員 中 川 博 司

県議会関係 長野県議会 議員 百 瀬 智 之

県議会関係 長野県議会 議員 小 林 あ や

県議会関係 長野県議会 議員 勝 野 智 行

県議会関係 長野県議会 議員 青 木 崇

【参与】　33名

選出区分 機関・所属団体名 役職

市関係 松本市教育委員会 委員 宮 下 昌 史

市関係 松本市教育委員会 委員 佐 藤 佳 子

市関係 松本市教育委員会 委員 新 井 喜代加

市関係 松本市教育委員会 委員 福 澤 崇 浩

市議会関係 松本市議会 副議長 吉 村 幸 代

市議会関係 松本市議会　経済文教委員会 委員長 横 内 裕 治

市議会関係 松本市議会　経済文教委員会 副委員長 中 山 英 子

国・県関係 国土交通省北陸信越運輸局長野運輸支局 支局長 白 砂 健

国・県関係 国土交通省関東地方整備局長野国道事務所 所長 川 邊 知 久

国・県関係 長野県松本地域振興局 局長 斎 藤 政一郎

国・県関係 長野県松本警察署 署長 髙 松 剛

学校・教育関係 国立大学法人　信州大学 学長 中 村 宗一郎

学校・教育関係 学校法人　松本歯科大学 学長 宇田川 信 之

氏　名

氏　名

氏　名



選出区分 機関・所属団体名 役職

学校・教育関係 学校法人松商学園　松本大学 学長 清 水 一 彦

学校・教育関係 学校法人松本学園　松本看護大学 学長 原 寛 美

学校・教育関係 学校法人松本学園　松本短期大学 学長 木 内 義 勝

報道関係 長野朝日放送株式会社　 取締役 上 條 浩 明

報道関係 信越放送株式会社 常務取締役中南信担当兼松本放送局長 水 澤 文 一

報道関係 日本放送協会　長野放送局 局長 松 谷 豊

報道関係 株式会社　長野放送 取締役 久 保 善 一

報道関係 産経新聞社　長野支局 支局長 石 毛 紀 行

報道関係 信濃毎日新聞　松本本社 常務取締役松本本社代表 井 口 弥寿彦

報道関係 中日新聞　松本支局 支局長 中 澤 稔 之

報道関係 株式会社　テレビ信州 常務取締役 吉 野 暢 人

報道関係 毎日新聞　長野支局 支局長 有 田 浩 子

報道関係 読売新聞　松本支局 支局長 山 口 正 雄

報道関係 共同通信社　長野支局 支局長 小 圷 俊 哉

報道関係 長野エフエム放送株式会社 代表取締役社長 小 林 治

報道関係 株式会社市民タイムス 代表取締役 新 保 裕 介

報道関係 株式会社テレビ松本ケーブルビジョン 代表取締役社長 大 丸 浩 二

報道関係 株式会社ＭＧプレス 代表取締役社長 有 賀 覚

報道関係 エフエムまつもと株式会社 局長 宮 嶋 孝 好

報道関係 あづみ野テレビ株式会社 代表取締役社長 酒 井 英 隆

氏　名



 

信州やまなみ国スポ・全障スポ 

松本市実行委員会会則 

 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この会は、信州やまなみ国スポ・全障スポ松本市実行委員会（以下「本

会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 本会は、信州やまなみ国スポ・全障スポにおいて、松本市で開催される

競技会（以下「競技会」という。）の円滑な運営に関し、必要な事務及び事業

を行うことを目的とする。 

（所掌事項） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事項を行う。 

⑴ 競技会の開催に必要な方針及び計画の決定に関すること。 

⑵ 競技会の開催に係る準備に関すること。 

⑶ 競技会の開催に必要な施設及び設備の整備に関すること。 

⑷ 競技会の開催及び準備のための経費に関すること。 

⑸ 関係競技団体、関係団体及び関係機関との連絡調整に関すること。 

⑹ その他、本会の目的達成に必要な事項に関すること。 

 

第２章 組織 

（組織） 

第４条 本会は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

⑴ 松本市を代表する者 

⑵ 松本市議会を代表する者 

⑶ 関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者 

⑷ その他会長が特に必要と認める者 

（役員） 

第５条 本会に次の各号に掲げる役員を置く。 

⑴ 会長    １名 

⑵ 副会長   10 名以内 

⑶ 常任委員  40 名以内 

⑷ 監事    ２名 

 （役員の選任） 

第６条 会長は、松本市長をもって充てる。 

２ 副会長、常任委員及び監事は、総会の承認を得て、委員のうちから会長が委

嘱する。 

 



 

 （役員の職務） 

第７条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。  

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あら

かじめ会長が指名した順序により、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第 12 条第７項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、本会の財務を監査する。 

 （任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときか

ら本会の目的が達成され、解散したときまでとする。ただし、委員等が就任時

におけるそれぞれの所属団体又は機関の役職を離れた場合は、その委員等は

辞職したものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて

補充することができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等に変更があったときは、次の総会におい

て報告する。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

 （顧問及び参与） 

第９条 本会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長が重要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ、助言を行う｡ 

５ 前条の規定は、顧問及び参与の任期等について準用する。 

 

第３章 会議 

（会議の種類） 

第１０条 本会に、次に掲げる会議を置く。 

⑴ 総会 

⑵ 常任委員会 

⑶ 専門委員会 

（総会） 

第１１条 総会は、会長及び委員等をもって構成する。 

２ 総会は必要に応じて会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指定した者がこれにあたる。 

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

⑴ 競技会の開催に係る基本方針等に関すること。 

⑵ 会則の制定及び改廃に関すること。 

⑶ 事業計画及び事業報告に関すること。 

⑷ 予算及び決算に関すること。 

⑸ 常任委員会に委任する事項に関すること。 

⑹ その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員等の過半数の出席がなければ開催することができない。ただし、



 

総会に出席できない委員等は、あらかじめ通知された事項について、代理人に

権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。 

６ 総会の議事は、出席委員等（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わ

った者を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

７ 会長は必要に応じて顧問又は参与に総会への出席を求めることができる。 

（常任委員会） 

第１２条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長をもって充てる。 

４ 常任委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

５ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれにあたる。 

６ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは副委員長がその職務を代理する。 

７ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

⑴ 総会から委任された事項に関すること。 

⑵ 専門委員会の設置及び専門委員会への付託及び委任事項に関すること。 

⑶ 総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

⑷ その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

８ 前条第５項及び第６項の規定は、常任委員会について準用する。 

９ 常任委員会は、第７項の規定により審議し、決定した事項及び次条第３項の

規定により専門委員から報告があった事項を次の総会に報告するものとする。 

 （専門委員会） 

第１３条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から委任又は付託された事項について調査、審議

し、その結果を常任委員会に報告するものとする。 

３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、常任

委員会に諮った上で、会長が別に定める。 

４ 第８条の規定は、専門委員の任期等について準用する。 

 

第４章 会長の専決処分 

（会長の専決処分） 

第１４条 会長は総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するい

とまがないとき、又は総会等の権限に属する事項で簡易なものについては、こ

れを専決処分することができる。 

２ 会長は前項の規定により、専決処分したときは、これを次の総会等において

報告し、その承認を得なければならない。 

 

 

第５章 事務局 

 （事務局） 

第１５条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。 



 

２ 事務局に関し、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第６章 会計 

 （経費） 

第１６条 本会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

２ 市からの負担金受入れに関する事項については、本会副会長が請求する。 

（予算及び決算） 

第１７条 本会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査

を経て、総会の承認を得なければならない。 

（会計年度） 

第１８条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日までとす

る。 

２ 本会の会計に関して必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第７章 解散 

（解散） 

第１９条 本会は、その目的が達成されたときは、総会の議決を経て解散するも

のとする。 

２ 本会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分する。 

 

第８章 補則 

（委任） 

第２０条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は会長

が別に定める。 

 

   附 則 

この会則は、令和６年７月２４日から施行する。 

この会則は、令和７年８月２６日から施行する。 

この会則は、令和８年３月３１日から施行する。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


